
 

今後の有識者懇談会の開催及び関係するスケジュール(案) 

 

 

１．業績評価、業務・組織の見直し内容に係るスケジュール 

  

８月１０日  第１４回 内閣府独立行政法人の評価等のための有識者懇談会 

                                          (以下、「有識者懇談会」) 

 

８月下旬         ○評価結果の法人への通知、見直し内容決定 

８月下旬～９月上旬  ○総務省独立行政法人評価制度委員会への通知 

 

（参考）９月～11月 総務省独立行政法人評価制度委員会における審議 

 

 

２．目標に係るスケジュール 

 

平成 29年 12月～平成 30年１月頃 第 15回有識者懇談会 

（議題）（独）国立公文書館の平成 30年度目標（案）について 

       （独）北方領土問題対策協会の次期中期目標（案）について 

 

１月上中旬メド ○次期中期目標案につき総務省独立行政法人評価制度委員会へ通知 

 

（参考）12月～2月 次期中期目標案につき総務省独立行政法人評価制度委員会における審議 

 

２月下旬メド  ○次期中期目標、年度目標につき決定し、法人へ指示 

                                                  

＜資料 6＞ 


